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構造設計一級建築士 定期講習テキスト 正誤表   （令和８年４月現在） 

  

① 科目一 第２章 構造関係法令   p.43、 表 1-7 表中文言及び記号追加 
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② 科目一 第２章 構造関係法令    p.48～49 第 2節 2-1(1)及び(2)の内容差し替え 

 

2-1 構造設計一級建築士制度の業務に関係する法令の規定の最近の改正内容 

（1）建築士法第 3条第 1項改正（令和 4（2022）年 6 月公布、令和 7（2025）年 4月施行） 

脱炭素令和 7 年施行改正の一環として行われた建築基準法第 20 条第 1 項第二号の改正により、ルート 2 以

上の高度な構造計算を要するとされていた高さ 13m 又は軒の高さ 9ｍ超の木造建築物のうち、地階を除く階数

3 以下で、高さ 16ｍ以下のものは、許容応力度計算によることが可能となった。この対象となる建築物につい

て、二級建築士が設計・工事監理を行うことが可能とされた（一級建築士の業務請負独占範囲の規定の木造建

築物等の「高さ 13m超又は軒の高さ 9ｍ超」が「地階を除く階数 4以上又は高さ 16ｍ超」に変更された）。 

 

 
図 改正後の建築士の業務範囲（下線が変更部分） 

 

（2）建築基準法第 6条の 3第 1項等の改正（令和 4（2022）年 6 月公布、令和 7（2025）年 4月施行） 

脱低炭素令和 7年施行改正の一環として建築基準法第 6条の 3第 1項と第 18条第 4項が改正され、構造計算

を要しない小規模な建築物（法第 20 条第１項第四号該当）で構造設計一級建築士が構造設計に関与したもの

について、確認審査を専門的知識を有する建築主事等（構造計算適合判定資格者）がする場合は、構造計算適

合性判定が不要とされた。 

③ 科目一 第２章 構造関係法令    p.55、 5 行目 

誤 ： ・・・懲戒処分の対象になることは、2-2 に記されているとおりである。 

正 ：  ・・・懲戒処分の対象になることは、2-3 に記されているとおりである。 


